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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】平成24年4月19日(2012.4.19)

【公表番号】特表2009-531199(P2009-531199A)
【公表日】平成21年9月3日(2009.9.3)
【年通号数】公開・登録公報2009-035
【出願番号】特願2009-501912(P2009-501912)
【国際特許分類】
   Ｂ２９Ｃ  47/64     (2006.01)
   Ｂ２９Ｃ  45/60     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ２９Ｃ  47/64    　　　　
   Ｂ２９Ｃ  45/60    　　　　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成24年2月24日(2012.2.24)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】請求項１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【請求項１】
　１つのスクリュー軸を有する可塑化ユニットに使用するための混練エレメント（１）で
あって、少なくとも３つの混練ユニット（２）を有しており、前記混練ユニット（２）が
１つの共通の軸としてのスクリュー軸上に配置可能である形式のものにおいて、
　前記混練ユニット（２）の幅（ｂ）が処理方向で増大しており、かつ部分的には互いに
相前後して配置された前記混練ユニット（２）の幅が同じであり、それによって、可塑化
しようとする材料のための剪断力が処理方向で増大することを特徴とする、スクリューエ
レメント。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００２】
　スクリュー押出機又は射出成形機において設けられているような可塑化ユニットでプラ
スチックを処理する場合、種々異なる方法（処理若しくはプロセス）が用いられる。この
ような方法のうちの１つは、コンパウンディング（混成）である。つまり、充填材又は補
強材の混合、塗料又は顔料の処理、種々異なる材料例えばプラスチック又はエラストマー
の混合、反応性プロセス等である。すべての方法は、同方向又は逆方向で回転するスクリ
ューを有する２軸又はそれ以上の軸を有する押出機によって行われる。可塑性材料を溶融
させるために、スクリューによって剪断エネルギーが材料内にもたらされる。スクリュー
はいわゆる複数のスクリューエレメントを有しており、これらのスクリューエレメントは
、しばしば多条スクリューとして構成されている。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
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【００１４】
　混練ユニットの幅は処理方向で全体的に次第に増大している。これによって、可塑化し
ようとする材料の剪断も処理方向で増大する。処理方向として、可塑化しようとする、か
つ／又は可塑化された材料がほぼ搬送される可塑化ユニットの方向性が規定される。しか
しながら混練ユニットの幅の可変性の連続は、常に増大させる必要はなく、部分的には同
じであってよい。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１７】
　特に有利な形式で、混練ユニット幾何学形状は、可塑化しようとする材料の剪断が連続
的に得られるように、構成されている。これは、剪断の導入が大規模に突然行われるので
はなく、滑動的に例えば次第に増大するように行われる、という点で特に有利である。機
械的には、このような実施態様は特に有利である。何故ならば、エレメントの負荷は、局
所的かつ暴力的に狭く限定された領域で行われるよりは、むしろ比較的長い行程に亘って
次第に増加するからである。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２７】
　混練エレメント１は複数の混練ユニット２より構成されており、これらの混練ユニット
２は、図示の実施例では互いに堅固に結合されている。混練ユニット２は、１つの共通の
軸上に配置することができる。このために、混練ユニット２は歯列を有しており、この歯
列は、スクリュー軸に形成された歯列と噛み合い、それによって混練エレメントはスクリ
ュー軸にほぼ相対回動不能に固定される。混練ユニット１２は、２つの直径Ｄｉ及びＤａ

によって、つまり直径Ｄ１若しくはＤ２，Ｄ３又はＤ４によって規定された幾何学形状を
有している。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２８】
　この場合、相前後して配置された２つの混練ユニット２の幾何学形状は異なっている。
図１に示した混練エレメントにおいては、外径Ｄａが処理方向で増大している。つまり、
この実施例では最小の直径Ｄ１を有する混練ユニット２が搬入ゾーンの方向で最も近い所
に配置されていて、外径Ｄ４を有する混練ユニット２が、搬出ゾーンの方向で最も遠くに
配置されている。つまり、図示の実施例では、外径Ｄ４は外径Ｄ３よりも大きく、外径Ｄ

３は外径Ｄ２よりも大きい。外径Ｄ１は外径Ｄ２よりも小さい。即ちＤ１＜Ｄ２＜Ｄ３＜
Ｄ４である。この場合、混練エレメント１の内径Ｄｉは一定である。どのような構成にお
いても、内径Ｄｉが相応に、又は外径Ｄａとは異なって可変であることが考えられる。
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】



(3) JP 2009-531199 A5 2012.4.19

【００３０】
　図３は、可変なウエブ幅を備えた本発明による混練エレメントを示す。つまり混練ユニ
ット２は異なる幅ｂを有している。この実施例では、直径比Ｄａ／Ｄｉは一定である。さ
らに、外径Ｄａが同様に一定であることを考慮する必要がある。混練ユニット２の幅ｂは
、処理方向で次第に増大している。これによって、混練エレメント１の幅Ｂに亘っての材
料の剪断は高められる。この具体的な実施例では、この混練エレメント１において搬入ゾ
ーンに向かう方向で最も近くに配置された混練入ニット２の幅ｂ１は、幅ｂ２よりも小さ
い。また幅ｂ２は幅ｂ３よりも小さい。隣の混練ユニット２の幅ｂ４は、すぐ前の混練ユ
ニット２の幅ｂ３よりも大きい。また、この混練ユニット２に関連して搬出ゾーンの方向
で最も遠い位置に配置された混練ユニット２の幅ｂ５は、幅ｂ４よりも大きい。つまりｂ
１＜ｂ２＜ｂ３＜ｂ４である。
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